
本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

沢

序

法
華
宗
門
史
上
に
お
い
て
、
法
運
中
興
と
称
せ
ら
れ
、
東
朝
西
隆
と
呼
ば
れ
て
い
る
日
朝
上
人
の
御
事
蹟
は
沓
と
し
て
不
明
で
あ
っ
た
。

時
に
は
身
延
の
行
学
朝
師

（身
延
山
十

一
世
、
明
応
九
年
六
月
二
十
五
日
（
一
五
〇
〇
年
）
寂
七
十
九
才
）
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

位
で
必
ら
ず
し
も
法
運
中
興
の
事
実
が
明
確
に
さ
れ
た
上
で
の
尊
崇
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

日
蓮
宗
派
各
教
団
の
傾
向
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
関
東
と
関
西
に
お
い
て
、
信
仰
の
在
り
方
が
ち
が
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
の
方
は

概
し
て
教
義
を
宗
旨
と
し
て
受
取
り
、
従
っ
て
勝
劣
的
な
傾
向
が
つ
よ
く
、
宗
祖
、
門
祖
に
対
し
て
直
接
的
な
親
近
感
を
も
っ
て
居
る
の

に
対
し
、
関
東
で
は
、
教
義
を
理
論
と
し
て
受
取
り
、
そ
れ
が
自
己
の
も
の
と
し
て
生
活
の
中

へ
這
入
っ
て
来
な
い
、
従
っ
て

一
致
的
で

あ
り
、
宗
祖
や
門
祖
は
間
接
的
な
存
在
と
し
て
、
距
離
を
お
い
て
対
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
勿
論

。こ
れ
は
大
体
の
傾
向
で
あ
っ
て
す
べ

て
が
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
信
仰
が
体
験
的
事
実
と
し
て
、
主
体
的
に
体
現
さ
れ
る
所
ま
で
達
す
る
な
ら
ば
、
単
に
理
論
的

な

一
致
思
想
に
と
ど
ま
っ
て
居
ら
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
即
ち
、
つ
き
つ
め
た
宗
教
意
識
は
他
者
と
の
き
び
し
い
対
立
を
経
て
異
質
的
に
高

本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て
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本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

ま
っ
て
行
く
過
程
を
と
る
も
の
で
あ
り
、
教
義
的
に
は
本
述
の
対
立
勝
劣
の
自
党
が
強
く
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

関
西
に
お
い
て
勝
劣
意
識
が
強
く
出
て
い
る
の
に
対
し
て
関
東
で
は
融
合
的
で
あ
り
、
勝
劣
問
題
は
単
に
理
論
と
し
て
の
み
問
題
と
さ

れ
て
い
た
の
は
い
か
な
る
理
由
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
由
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
ハ
別
の
機
会
に
考
究
し
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
関
東
地
区
の
状
況
に
お
い
て
八
品
門
流
の
法
脈
を
弘
通
し
た
本
果
院
日
朝
上
人
の
宗
門
史
的
意
義
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
そ
の
詳
細
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
今
度
機
会
を
得
て
、
御
事
蹟
の
調

査
を
行
っ
た
が
尚
ほ
不
充
分
で
あ
り
、
完
結
は
将
来
を
期
す
る
外
な
い
。
こ
こ
に
今
日
ま
で
の
資
料
を
基
と
し
て
概
要
を
紹
介
す
る
次
第

で
あ
る
。

一
、
資
　
　
料

論

日
朝
上
人
の
伝
記
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
従
来
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

日
蓮
宗
宗
学
全
書
本
門
法
華
宗
部
第
二
に
あ
る

「
日
朝
上
人
略
伝
」
は
、
こ
れ
は
本
果
院
日
朝
上
人
縁
起

（亀
鏡
院
日
堂
）
を
参
考
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「史
伝
と
教
義
」
本
門
法
華
宗

（宗
祖
六
百
五
十
遠
忌
記
念
）
の
記
載
は
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
。

其
の
他
高
祖
伝
等
の
記
載
も
大
同
小
異
で
あ
る
。

公
刊
さ
れ
て
い
な
い
記
録
で
は
、
先
ず
　
　
¨

神
山
本
国
寺
過
去
帳
に
は
次
の
記
録
が
あ
る
。

「開
基
日
朝
大
上
人
由
来
記
甲
州
山
梨
郡
久
速
村
権
門
ノ
精
合
改
宗
ノ
地
子
安
千
坊
本
尊
地
蔵
菩
薩
ノ
後
身
カ
ト
云
　
今
子
安
山
本
立

―- 22 -―



寺
本
尊
是
也
。
父
母
ナ
グ
シ
テ
地
蔵
菩
薩
ノ
膝
ヨ
リ
取
上
グ
ル
者
ハ
立
正
寺
五
世
微
妙
院
日
任
上
人
ナ
リ
、
此
赴
キ
久
速
立
正
寺
過
去
帳

二
見
エ
タ
リ
、
朝
師

ハ
俗
名
ナ
グ
裸
ニ
テ
地
蔵
菩
薩
ノ
膝
二
登
り
日
天
子
ヲ
合
掌
シ
玉
ウ
早
朝
二
日
任
上
人
取
上
グ
ナ
リ
云
々
。
ョ
リ
其

時
昭
蓮
卜
名
附
ク
ト
云
フ

本
山
塔
中
東
之
坊
五
世
ヨ
リ
上
京
有
レ之
永
享
七
乙
卵
年
五
月
十
二
日
日
朝
師
京
都
本
能
寺
江
登
山
セ
ラ
レ
隆
師
卜
対
面
シ
テ
問
答
及
ニ

三
日
三
夜
一互
二
無
二勝
劣
一而
己
。
乍
二和
順
一依
レ之
永
グ
光
長
寺
本
能
寺
八
品
門
流
ノ
通
用
ノ
儀
始
メ
テ
結
事
ハ
此
時
ノ
委
細
ハ
十
三
問

答
抄
二
見

ヘ
タ
リ

御
厨
湯
船
村
飯
盛
山
本
蓮
寺
応
永
十
七
年
建
立

御
厨
中
丸
村
光
照
山
蓮
静
寺
応
永
十
八
年
建
立

神
山
村
　
月
光
山
本
国
寺
　
杢ヽ
早
五
年
建
立

下
長
久
保
村
養
隆
山
蓮
華
寺
嘉
吉
元
年
建
立

豆
州
宇
佐
美
村
妙
光
山
安
立
寺
嘉
吉
三
年
建
立

以
上
五
ケ
寺
御
建
立
ナ
リ

日
朝
大
上
人
御
遷
化
ハ
当
大
正
十

一
年
ヨ
リ
四
百
五
十
八
年
ロ
ニ
ナ
ル
。」
以
下
略

こ
の
過
去
帳
は
新
た
に
写
し
か
え
た
も
の
で
元
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
立
正
寺
過
去
帳
に
就
て
は
、
該
当
す
る
記
録
が
見
当
ら

な
い
。

体
息
立
正
寺
過
去
帳
で
現
存
す
る
も
の
は

歴
譜
に本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て
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本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

日
蓮
大
菩
薩

二
祖
三
祖
四
祖
五
祖
六
祖
七
祖

中
根
顆
隧
日
（鋼
璧
既
長
寺
中
ｍ
ｏ
　
在
住
三
十
九
年
十
二
月
十
五
日

以
下
略

外
に
日
朝
上
人
に
関
す
る
記
録
は
見
出
せ
な
い
。

尼
崎
本
興
寺
所
蔵
の
記
録

（歳
中
行
事
録
、
明
治
十
五
壬
申

一
月
改
之
並
記
録
書
類
）
に
宗
学
全
書
記
載
の
亀
鏡
院
の
も
の
と
思
わ
れ

る
写
し
が
あ
る
。

日
朝
大
上
人
縁
起

一、
甲
州
東
郡
久
束
村
（二後館制諮凛動）
子
安
千
坊
真
言
宗
精
舎
祖
師
二帰
伏
シ
法
華
道
場
タ
リ
今
ノ
子
安
山
本
立
寺
是
也
愛
二祖
師
入

減
後
百
一年
迄
（魏
舶
ノ、隆鰤徳′、郵鰤
以噌型謀
覇年一婢
ルニ哨
河難
二徳」許
対レバ也）
至
徳
二年
四
月
二十
四
日
（想
珀お漣臨匡眸
ルｒ鴎鰤
（Ｍ

醜”
ル正′ヾ矩端
だ咋
難
′ヽ、印肛
卜一麻年ニノ′、悲針
江
ハ
パソ
リ）
時・ノ
山
主
日
任
上
人
（寺一林
世二琳鶴
知唯旺）
又
（は好
厳
帥鉢
泣峙
翻泄）
早
天
ニ

昇
堂
誦
経
ス
本
尊
地
蔵
菩
薩
ヲ
奉
拝
時
二
膝
上
二
童
子
安
座
シ
テ

（肝
林
造二
堪
和
隔
餞
動
杜
勒
躾
雄
尊ニ
ガ
リ
村
一レ
村
′、モ
識
濤
イ
ベニ
種
ナニ
妬
）

裸
形

ナ
リ
、
東
天
二
向
大
日
天
子
ヲ
奉
拝
合
掌
ス
日
任
ハ
父
母
生
所
ヲ
問
二
父
母
ナ
シ
ト
答
玉
ウ
是
全
グ
地
涌
即
地
蔵
菩
薩
ノ
再
身
ナ
ル
ペ
シ

中姥却線卿噌淑聖
人
　
正
月
五
日

元
期
卿
朧
鴫
薄
蜘
燃
願
　
改
宗
以
後
三
十
五
年
十
二
月
九
日

百
法
院
日
雄
聖
人
　
在
住
四
十
三
年
二
月
十
五
日

微
妙
院
日
仁
聖
人
　
在
住
十
九
年
　
十
二
月
七
日

万
法
院
日
位
聖
人
　
在
住
三
十
九
年
　
十
月
八
日
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卜
日
任
大
二
歓
喜
シ
直
二
取
上
受
法
シ
テ
字
フ
照
蓮
卜
号
、
日
夜
師
ノ
近
席
二
供
給
シ
教
導
受
法
モ
忽
二
大
乗
経
王
ノ
極
意
ヲ
解
諸
国
遊

行
ヲ
志
シ
後
応
永
四
年
中
丸
蓮
静
寺
ヲ
建
立
然
後
岡
宮
二
至
東
ノ
坊
建
此
際
帰
伏
ス
ル
モ
ノ
前
後
七
十
五
人
ノ
御
弟
子
ア
リ
後
永
享
七
年

授
与
之
　
酉
ノ
年
女
性
と
あ
り

阿
多
野
新
田
喜
多
長
平
治
奉
納
の
も
の

（喜
多
家
は
蓮
静
寺
檀
家
）

松
子
丸
授
与
之
と
あ
り

（写
真
参
照
）

久
速
山
　
立
正
寺
と
あ
り

（写
真
参
照
）

日
明
授
与
之

沙
門
日
寿
授
与
之

卯
本
能
寺
登
論
鼓
三
日
十
三
問
答
抄
是
也
此
時
西
隆
東
朝
人
法
（札
枯
朝
剛
官ニ
ニ今
飢
肛
林
鞍
軸
群
翻
却
Ｙ
醤
用後
駿
州
蓮
華
寺
本
国
寺
安
立
寺
等

ヲ
建
立
シ
玉
ウ
是
即
本
門
八
品
門
流
中
興
ノ
泰
山
タ
リ
云
云

尚
石
浜
日
勇
師
の
稿
も
あ
る
が
簡
に
過
ぎ
出
処
も
明
ら
か
で
な
い
の
で
信
憑
し
が
た
い
。

次
に
日
朝
上
人
直
筆
で
現
存
せ
る
も
の
の
中
、
筆
者
の
接
し
た
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

御
本
尊

一
、
本
蓮
寺
所
蔵
御
本
尊
　
杢ヽ
曇
九
年
九
月
十
二
日

一
、
蓮
華
寺
所
蔵
御
本
尊
　

杢ヽ
早
八
年
六
月

一
、
休
息
山
立
正
寺
所
蔵
御
本
尊
　
一早
徳
二
年
二
月
六
日

一
、
蓮
静
寺
所
蔵
御
本
尊
　
一早
徳
三
年
七
月
十
日

一
、
蓮
静
寺
所
蔵
御
本
尊
　
一早
徳
四
年
三
月
十
四
日

一
、
蓮
静
寺
所
蔵
御
本
尊
　
一早
徳
四
年
四
月
十
三
日

一
、
東
之
坊
所
蔵
御
本
尊
　
長
隷
四
年
七
月
十
三
日

外
に
光
長
寺
所
蔵
の
一
幅
は
拝
観
の
機
を
得
て
い
な
い
。
ま
た
旧
い
檀
信
徒
中
に
所
蔵
す
る
も
の
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

朝
師
の
御
本
尊
の
中
典
型
的
な
も
の
は
立
正
寺
及
蓮
静
寺
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

文
書
本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

― %一



本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

御
遺
文
の
筆
写

一
、
孟
蘭
盆
御
書
の
断
簡
三
行
　
　
　
　
　
　
　
　
本
蓮
寺
蔵

一
、
孟
蘭
盆
御
書

一
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
之
坊
蔵

一
、
念
仏
無
間
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
立
寺
蔵

一
、
蘇
谷
入
道
殿
御
返
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓮
静
寺
蔵

一
、
富
木
殿
御
返
事
自
寺
泊
津
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
、
如
説
修
行
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
右

一
、
月
水
御
消
息
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
右

一
、
御
消
息
文
二
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓮
華
寺
蔵

御
聖
教

一
、
本
門
弘
経
抄

輌
針
だ
椰
夕

宝
塔
品
ノ
下

に
耐
ノ
　

　

蓮
静
寺
蔵

一
、
本
門
弘
経
抄

鯖
妍
薫
釧
虚

神
力
品
ノ
下

饉
瓢
フ
　
　

蓮
静
寺
蔵

一
、
本
門
弘
経
抄
ノ
内
二
巻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
之
坊
蔵

右
の
諸
資
料
は
日
朝
上
人
之
花
押
が
あ
り
、
筆
蹟
等
も
御
直
筆
の
相
違
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
行
間
や
欄
外
に
註
等
の
書
込
み
が
な
い

の
で
上
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
御
意
見
は
右
の
も
の
か
ら
は
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

御
撰
述

一
、
台
当
異
目
深
密
抄
　
　
日
蓮
宗
宗
学
全
書
本
門
法
華
宗
部
第
二
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本
果
院
日
朝
上
人
撰
述
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
原
本
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
の
と
内
容
は
四
帖
抄
と
略
≧
同
様
で
あ

る
所
か
ら
す
べ
て
が
日
朝
上
人
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
し
難
い
。
今
後
尚
考
証
を
要
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
、
十
三
問
答
抄

勿
論
こ
れ
は
日
隆
上
人
の
御
撰
述
で
あ
る
が
、
日
朝
上
人
と
の
間
の
問
答
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
御
抄
か
ら
だ
け
で
は
間
者
が
日
朝
上
人
で
あ
り
答
者
が
日
隆
上
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
、
同

一

者
に
よ
る
問
題
設
定
と
そ
の
解
明
と
し
て
見
る
の
が
至
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
諸
点
も
宗
義
上

に
は
大
切
な
問
題
で
あ
る
と
は
云
え
、
八
品
教
義
の
詮
明
を
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
箇
所
が
少
く
、
ま
た
当
時
、
対
立
し
た
諸
異
見
に
対

し
て
混
乱
を
正
す
問
題
が
も
っ
と
ら
，Ｐ
て
は
や
■
颯
う
づ
Ｆ
こ
く
で
は
茂
原
の
日
護
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
所
か
ら
隆
朝

両
師
の
歴
史
的
問
答
と
称
す
る
に
は
内
容
か
ら
見‐
て
尚
は
考
究
の
要
が
あ
ろ
う
。

尚
ほ
日
朝
上
人
が
筆
写
さ
れ
た
も
の
が
相
当
多
ぐ
伝
わ
っ
て
居
り
、
殊
に
弘
経
抄
の
筆
写
も
す
べ
て
御
自
身
の
筆
写
で
あ
る
と
す
れ
ば
（

御
‥，
自
‐
・
身
，の‥当
ら
れ
一
十
一一一一欄
塔
ク
の
筆
写
、
又‐一
＝
ｉ
現
‘
Ⅷ
か
ら
書
か
れ
た
十
三
問
答
抄
が
あ
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
未
だ
筆
者
に

は
見
雪
ｔ
な
い
の
で
若
ｔ
こ
れ
主
っ
い
て
の
資
料
に
心
当
り
が
あ
っ
た
な
ら
ば
是
非
御
教
示
を
戴
き
た
い
と
思
う
。

金
石

一
一
　
　
　
・　
　
　
一
一
　
一
　
　
一

日
朝
上
人
に
関
す
る
金
石
ぼ
体
ま
山
立̈
正
寺
に
あ
る
墓
Ｉ
そ
の
外
上
人
を
開
基
と
す
る
寺
に
店
所
が
あ
る
が
資
料
と
な
る
の
は
墓
が
主

な
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
一

墓

（写
真
参
照
）
　
　
　
　
　
・一　
　
・　
　
・ｒ
　

．
　
　
　
　
一̈

総
丈

一
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
の
五
輪
塔
で
妙
法
蓬
華
経
と
四
面
に
刻
し
て
あ
る
。
下
の
角
石
の
正
面
に
は
日
朝
上
人
弟
子
敬
白
、
文

本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て
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院
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朝
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正
元
才
丙
戌
十
月
二
十
五
日
と
あ
る
。

木
像
日
朝
上
人
創
建
の
各
寺
に
は
夫
々
御
開
山
御
木
像
を
安
置
し
て
あ

る
が
、
何
れ
も
作
者
、
年
代
等
判
然
せ
ず
、
又
容
貌
も
異
る
の
で

上
人
の
御
相
貌
を
窺
う
の
は
困
難
で
あ
る
。

伝
承

´

上
人
に
関
す
る
伝
承
、
又
は
史
蹟
は
す
べ
て
蒐
集
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
な
い
の
で
余
り
多
く
な
い
が
幼
時
よ
り
悧
濃
で
あ
っ
た
こ
と
、

杖
に
よ
っ
て
水
を
得
ら
れ
た
こ
と
、
難
病
を
治
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

其
の
他
傍
証
資
料
と
し
て

甲
陽
図
書

（明
治
四
十
五
年
発
行
）

駿
東
郡
誌
、
東
駿
地
誌
、
三
島
市
史
、
沼
津
市
史
等
の
郷
上
史
が
あ
る
が
、
三
島
市
史
沼
津
市
史
は
未
完
で
あ
る
。

註
　
資
料
と
し
て
は
外
に
光
長
寺
及
妙
法
寺
所
蔵
の
文
書
が
あ
る
け
れ
ど
も
全
部
調
査
し
て
な
い
の
で
割
愛
し
た
叉
日
隆
上
人
徳
行
記
に
日
朝
上
人

と
の
関
係
が
記
し
て
あ
る
の
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。

二
、
年

譜
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以
上
の
資
料
か
ら
不
充
分
な
が
ら
年
譜
を
ま
と
め
れ
ば

元
中
元
年

（
一
三
八
四
）

（至
徳
元
年
は
同
年
）
山
梨
県
休
息
に
生
誕

元
中
九
年

（明
徳
九
年
）

（九
才
）
　
　
岡
官
光
長
寺
に
入
る
、
岡
宮
四
世
日
賢
に
師
事

応

水ヽ

四

年

（十

ｍ幽
才
）
　
　
　
　
本
蓮
寺
創
建

応

永
十

八
年

（
二
十
八
才
）
　

　

　

蓮
静
寺
創
建

応
永
二
十
二
年

（三
十
二
才
）
　
　
　
　
本
国
寺
創
建

正

長

元

年

（四
十
五
才
）
　
　
　
　
休
息
山
立
正
寺
七
世
嗣
法

水ヽ

享

一九

年

（
四
十
六
才
）
　
　
　
　
本
蓮
寺
御
本
尊

永
享
七
年

（
一
四
三
五
）

（五
十
二
才
）
上
洛
、
隆
尊
と
御
会
見

永

一早

八

年

（五
十
三
才
）
　
　
　
　
蓮
華
寺
御
本
尊

永

一早

九

年

（五
十
四
才
）
　
　
　
　
本
国
寺
御
本
尊

嘉

〓
口
元

年

（五
十
八
才
）
　
　
　
　
蓮
華
寺
創
建

嘉

吉

〓
一
年

（六

十

才
）
　
　
　
　
安
立
寺
創
建

一早

徳

一一
年

（七

十

才
）
　
　
　
　
休
息
山
立
正
寺
御
本
尊

ク
　
〓
一
年

（七
十

一
才
）
　
　
　
　
蓮
静
寺
御
本
尊

ク
　
四

年

（七
十
二
才
）
　
　
　
　
蓮
静
寺
御
本
尊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

寛

正

一九

年

（七
十
七
才
）
　

　

　

東
之
坊
御
本
尊

本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て
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文
正
元
年

（
一
四
六
六
）

（八
十
三
才
）
十
月
二
十
五
日
御
遷
化

右
の
表
は
、
日
隆
上
人
御
遷
化
の
年

（寛
正
五
年

一
四
六
四
）
の
三
回
忌
と
墓
石
の
記
録
か
ら

一
四
六
六
年
を
日
朝
上
人
御
遷
化
と
認

め
八
十
三
才
の
御
寿
と
考
え
、
逆
算
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
。

日
朝
上
人
生
家
の
家
系
は
今
の
所
全
く
不
明
で
あ
る
。
地
蔵
尊
が
子
育
の
守
護
神
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
居
り
、
そ
こ
に
生
れ
た
ば

か
り
の
子
供
を
捨
て
、
拾
っ
て
も
ら
え
ば
丈
夫
に
育
つ
と
い
う
風
習
も
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
子
供
の
成
長
を
願
い
乍
ら
の
捨
子
の
場

合
も
地
蔵
尊
が
選
ば
れ
る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。

岡
官
光
長
寺
に
上
っ
た
の
は
、
当
時
休
息
立
正
寺
、
小
立
妙
法
寺
、
常
在
寺
な
ど
日
法
上
人
に
係
る
寺
院
と
し
て
互
い
に
通
用
し
て
い

た
。
特
に
光
長
寺
と
立
正
寺
は
同
様
の
寺
格
と
規
模
を
有
し
、
山
内
各
坊
も
、
岡
官
辻
の
坊
開
山
は
立
正
寺
日
授
上
人
で
あ
る
如
く
、
互

通
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で
優
秀
な
重
子
と
し
て
日
賢
上
人
に
召
さ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

岡
官
に
あ
っ
て
は
塔
中
東
之
坊
に
住
し
、
光
長
寺
別
当
又
は
学
頭
と
し
て
布
教
と
研
鑽
に
努
め
て
居
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
御
出
身
の
立

正
寺
を
晋
ま
れ
て
か
ら
も
当
分
は
光
長
寺
を
中
心
に
活
躍
さ
れ
、
休
息
山
に
常
在
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
六
十
才
を
す
ぎ
て
か
ら
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

日
隆
上
人
と
の
御
会
見
は
、
諸
山
に
廻
達
さ
れ
た
四
帖
抄
が
機
縁
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
朝
師
が
四
帖
抄
を
味
読
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
台
当
異
目
深
密
抄
か
ら
見
て
も
窺
わ
れ
る
。

永
享
七
年
の
御
会
見
以
前
と
以
後
を
比
較
し
て
み
る
と
、　
一
段
と
本
門
八
品
の
宗
旨
に
就
て
の
確
信
が
増
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
宗

祖
の
佐
前
佐
後
に
は
比
す
べ
き
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
御
会
見
前
後
の
御
本
尊
の
書
写
形
式
に
そ
の
差
異
が
現
れ
て
い
る
。

上
人
が
岡
官
に
晋
山
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
立
正
寺
に
入
ら
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
御
遷
化
の
事
情
は
立
正
寺
で
示
寂
さ
れ
た
と
も
或
は
本
蓮
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寺
で
示
寂
さ
れ
て
御
遺
骸
を
甲
州
ま
で
運
ん
だ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三
、
思
想
と
布
教
活
動

日
朝
上
人
の
思
想
に
つ
い
て
前
述
の
資
料
か
ら
の
み
推
定
す
る
こ
と
は
早
計
に
失
す
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
筆
写
さ
れ
た
御
書
の
う
ち
現
存
す
る
も
の
は
、
ほ
ん
の
一
部
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
筆
写
さ
れ
た
動
機
や
事
情
も
、
研
鑽
の
た
め

と
い
う
こ
と
よ
り
以
上
に
他
の
御
意
図
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
行
き
す
ぎ
た
推
量
は
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
存
の
御
書
の
筆
写
さ
れ
た
も
の
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
朝
上
人
は
、
決
し
て
所
謂
論
理
の
整
合
を
の
み
重
ん
ず

る
学
者
で
は
な
く
、
な
し
ろ
信
の
人
で
あ
り
行
の
方
で
あ
っ
た

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
苦
難
や
問
題
に
つ
い
て
い

か
に
信
を
実
践
す
る
か
を
常
に
努
め
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

上
人
御
自
身
の
思
想
を
詮
顕
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
台
当

異
目
深
密
抄
が
古
来
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
原
本
の
所
在
や
、
伝

承
の
由
来
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
断
定
出
来
な
い
困
難
は
あ
る

と
し
て
も
、
同
抄
の
所
説
は
本
門
法
華
の
意
を
尽
し
、
日
隆
上

人
の
教
説
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、　
一
応
日
朝
上
人

の
思
想
に
近
い
も
の
と
し
て
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て
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日
朝
上
人
の
教
説
が
日
隆
上
人
の
所
説
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
は
十
三
間
答
抄
の
伝
承
は
因
よ
り
御
聖
教
の
筆
写
が
非
常
に
綿
密
に
為

さ
れ
て
い
る
事
実
が
之
を
示
し
て
い
る
。

台
当
異
目
深
密
砂
は
、
題
号
の
示
す
如
く
、
台
家
と
当
家
の
相
異
を
多
く
の
目
に
分
け
て
説
か
れ
て
あ
る
。
そ
の
場
合
当
家
の
所
立
は

本
門
八
品
に
立
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

そ
の
若
千
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
化
儀
に
つ
い
て
は
台
家
が
摂
受
、
当
家
は
折
伏
を
以
て
法
華
を
行
ず
る
も
の
と
為
す
。
台
宗
は
能
所
共

に
三
学
兼
備
の
聖
人
、
当
宗
は
能
所
共
に
破
戒
凡
夫
で
あ
る
か
ら
、
慧
に
堪
え
ず
、
以
信
代
慧
、
信
の
一
字
を
詮
と
為
す
、
信
は
名
字
即
、

三
学
総
持
の
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
。

台
宗
の
三
大
部
は
権
実
判
で
あ
り
、
当
宗
の
御
書
は
本
述
判
で
あ
る
。
本
述
判
は
能
釈
で
あ
り
末
代
は
本
門
流
通
の
時
機
で
あ
る
か
ら

そ
の
肝
要
は
本
門
八
品
上
行
要
付
で
あ
る
。
従
っ
て
当
家
の
宗
旨
は
本
述
勝
劣
を
宗
旨
と
す
る
。

本
門
八
品
を
以
て
最
要
の
品
と
為
す
こ
と
は
当
宗

一
大
事
の
法
門
で
あ
り
、
其
故
は
観
心
本
尊
抄
の
中
に
委
悉
で
あ
る
。
等
、
二
十
三

項
目
に
亘
っ
て
台
当
の
異
目
を
論
じ
、
妙
法
口
唱
の
信
行
観
心
に
結
帰
し
て
い
る
。

日
朝
上
人
の
御
筆
に
な
る
御
本
尊
も
ま
た
特
色
が
あ
る
。
御
本
尊
筆
写
に
関
す
る
旨
趣
の
記
録
が
な
い
の
で
勿
論
断
定
す
る
わ
け
に
は

行
か
な
い
が
、

十
界
の
御
本
尊
と
し
て
見
る
と
き

（休
息
山
御
本
尊
参
照
）
釈
迦
多
宝
、
本
化
の
四
菩
薩
の
下
、
述
化
二
乗
の
諸
尊
が
殆
ん
ど
省
略
さ

れ
、
六
道
、
国
神
等
に
及
ん
で
い
る
。

本
地
本
門
の
本
尊
が
端
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
末
法
凡
夫
の
世
界
に
実
現
す
る
理
念
が
余
事
を
交
え
ず
顕
さ
れ
た
所

に
特
色
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
御
本
尊
は
日
朝
上
人
の
教
義
と
決
し
て
離
れ
た
も
の
で
な
い
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
事
か
ら
云
え
る
こ
と
は
上
人
の
思
想
は
本
門
八
品
、
本
勝
述
劣
が
宗
旨
と
し
て
信
の
中
心
に
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
実

の
布
教
に
活
か
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
理
論
を
通
し
て
弘
通
す
る
よ
り
も
直
接
民
衆
の
中

へ
と
び
入
っ
て
の
布
教
活
動
が
あ
っ
た

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
蓮
寺
創
建
に
係
る
伝
承
に
よ
れ
ば
十
四
才
に
し
て
既
に
一
字
を
創
立
す
る
に
足
る
ほ
ど
村
人
の
信
仰
を
鍾
め
ら
れ
た
と
い
う
。
又
安

産
を
祈
り
、
病
気
、
災
難
に
対
す
る
祈
蒔
な
ど
惣
名
妙
法
蓮
華
経
の
力
用
を
以
て
大
い
に
努
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
本
蓮
寺
所
蔵
御
本
尊
や

幾
多
の
伝
承
に
よ
っ
て
拝
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

岡
官
を
中
心
と
し
た
駿
東
、
田
方
地
区

（静
岡
県
東
北
部
）
が
上
人
の
布
教
地
域
で
あ
る
が
、
五
カ
寺
を
創
立
し
た
の
み
な
ら
ず
七
十

余
人
の
弟
子
を
養
成
さ
れ
た
点
に
至
っ
て
は
、
驚
異
と
云
う
外
は
な
い
。
寺
を
開
い
て
も
そ
れ
を
継
承
す
る
資
の
養
成
が
伴
わ
な
け
れ
ば

意
味
は
な
い
の
で
あ
る
が
こ
の
点
上
人
の
布
教
は
信
者
の
増
大
、
寺
院
建
立
、
弟
子
の
養
成
が
欠
く
る
所
な
く
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
勿

論
岡
宮
光
長
寺
の
学
頭
と
し
て
の
活
動
で
も
あ
っ
た
事
と
思
わ
れ
る
が
、
創
立
さ
れ
た
各
寺
の
育
成
に
は
力
を
注
が
れ
た
と
。
即
ち
上
足

日
東
に
は
本
蓮
寺
を
、
日
明
、
日
寿
に
は
蓮
静
寺
を
托
し
、
晩
年
に
は
甲
州
休
息
山

へ
帰
ら
れ
て
も
常
に
指
導
に
努
め
ら
れ
て
居
り
、
各

寺
の
信
者
達

へ
も
心
遣
い
を
示
さ
れ
て
い
た
事
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

岡
宮
光
長
寺
は
日
法
上
人
以
来
本
述
勝
劣
の
法
義
を
継
い
で
い
た
と
は
云
え
、
興
師
の
身
延
離
山
以
来
、
富
士
門
流
と
同
調
し
た
関
係

も
あ
り
、
旗
職
が
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
、
日
法
上
人
開
基
の
縁
由
か
ら
甲
州
休
息
山
、
妙
法
寺
、
常
在
寺
等
と
結
合
し
て
い
て
も
駿
河
地

方
に
は
殆
ん
ど
末
寺
ら
し
い
も
の
無
く
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
日
朝
上
人
の
活
動
を
契
機
と
し
て
末
寺
を
増
し
、
殊
に
多
数

の
人
材
を
集
め
て
そ
れ
以
来
岡
官
は
駿
河
東
部
に
お
け
る
本
宗
の
重
心
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

岡
官
が
本
宗
の
重
心
に
な
っ
た
大
き
な
意
味
は
、
本
門
八
品
の
立
場
を
は
つ
き
り
さ
せ
た
事
、
而
も
西
の
隆
師
と
交
流
す
る
こ
と
に
よ

本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
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て
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本
果
院
日
朝
上
人
に
つ
い
て

っ
て
、
部
分
的
な
も
の
で
な
く
、
日
蓮
門
下
各
派
を
通
じ
て
全
宗
門
的
な
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
岡
官
が
全
宗
門

的
な
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
全
く
日
朝
上
人
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
り
、
名
実
共
に
中
興
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
云
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

日
朝
上
人
の
遺
蹟

は
静
岡
県
側

に
於
て
主
と
見
ら
れ
る
が
、
晩
年
を
過
さ
れ
た
甲
州
方
面
に
殆
ん
ど
見
当
ら
な

い
の
は
今
後
尚
調
査

の

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

註
　
朝
師
よ
り
少
し
後
れ
て
田
方
郡
宇
佐
美
出
身
の
身
延
の
行
学
院
日
朝
師
が
、
伊
豆
地
方
の
布
教
に
大
き
な
事
蹟
を
残
し
て
い
る
が
、
両
朝
師
の

関
係
は
余
り
な
か
つ
た
様
で
あ
る
。
時
折

「
眼
の
日
朝
さ
ん

（行
学
朝
師
の
こ
と
と

と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

補

色還

一
、
日
朝
上
人
は
青
蓮
阿
闇
梨
本
果
院
日
朝
と
い
う
が
名
称
の
趣
意
は
推
定
の
域
を
出
で
な
い
。
又
花
押
に
就
て
も
尚
ほ
考
証
を
必
要

と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

二
、
日
隆
上
人
が
四
帖
抄
を
廻
達
し
、
そ
れ
を
朝
師
が
見
て
本
能
寺
を
訪
れ
た
こ
と
、
又
会
見
の
詳
細
及
び
其
の
後
の
交
流
状
況
な
ど

に
つ
い
て
は
、
尚
ほ
不
明
な
こ
と
が
多
い
の
で
今
後
の
調
査
に
倹
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
本
篇
は
日
朝
上
人
に
つ
い
て
謂
は
ゞ
内
か
ら
の
資
料
を
主
と
し
て

一
応
の
整
理
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
正
鵠
を
期
す
る
た
め
に

は
、
外
か
ら
の
資
料
、
即
ち
、
当
時
に
お
け
る
日
蓮
門
下
各
派
全
般
の
状
況
及
仏
教
各
派
の
状
況
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
な
ど

一

般
社
会
、
時
代
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
と
の
相
関
に
お
い
て
、
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
朝
師
及
び
光

長
寺
に
関
す
る
資
料
が
砂
く
、
而
も
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
が
特
に
乏
し
い
為
、
具
体
的
事
実
に
基
い
た
立
証
は
困
難
で
あ
っ
た
。
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一
般
に
本
宗
の
寺
坑
に
関
し
て
は
、
歴
史
資
料
が
乏
し
い
の
が
実
状

で
あ
る
。
古
写
本
な
ど
で
、
教
義
教
学
に
関
す
る
も
の
は
相
当
見
出
さ

れ
る
が
、
之
に
反
し
て
宗
史
資
料
が
乏
し
い
所
に
一
つ
の
問
題
が
あ
る

様
に
思
わ
れ
る
。
火
災
、
水
害
、
移
転
、
荒
廃
な
ど
で
古
資
料
が
多
く

失
わ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
各
歴
代
に
お
い
て
歴
史
的
関
心
が

乏
し
か
っ
た
事
が
よ
り
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
各
寺
に

伝
わ
る
過
去
帳
、
諸
記
録
の
記
載
方
法
を
見
て
ヽ
、
簡
に
す
ぎ
又
は
客

観
性
を
欠
い
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
様
な
現
象
が
、
た
ゞ
偶
然
に
起
っ

た
の
で
な
く
、
教
義
布
教
の
在
り
方
、
特
に
そ
の
歴
史
意
識
の
問
題
に

出
来
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
或
い
は
行
き
す
ぎ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
砂
く
と
も
寺
院
の
相
承
が
、
法
脈
を
伝
え
る
と
い
う
強
い
意
識
に
よ
っ
て
い
つ
も
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
布
教
に

対
す
る
自
党
が
、
教
義
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
所
に
お
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
各
郷
の
風
習
な
ど
と
融
合
し
て
し
ま
い
、
主
体
意
識
が
う

す
れ
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
は
寺
院
が
各
地
域
社
会
に
溶
け
込
ん
だ
点
で
布
教
の
目
的
に
副
う
も
の
で
あ
る
が
他
面
折
伏
精
神
を
見
失
う
お

そ
れ
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
院
が
地
域
社
会
と
共
に
在
る
こ
と
は
、
地
方
寺
院
は
や
は
り
、
宗
教
意
識
の
点
で
地
方
意
識
と
同
じ
く
、

歴
史
に
お
け
る
主
体
性
の
自
覚
の
喪
失
、
即
ち
周
辺
意
識
に
な
っ
て
来
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

日
隆
上
人
の
教
学
が
余
り
に
偉
大
で
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
学
習
、
そ
れ
も

一
部
の
書
写
が
す
べ
て
に
な
り
、
実
践
を
通
じ
て
歴
史

の
場
に
実
現
す
る
方
途
を
見
失
っ
た
こ
と
ヽ
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。

本
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日
蓮
聖
人
の
御
活
動
は
、
教
学
の
根
拠
か
ら
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
判
然
と
確
定
し
た
上
、
そ
れ
に
対
し
て
正
し
い
時
代
を
主
体
的
に

創
造
す
る
と
い
う
強
い
歴
史
的
意
識
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
居
り
、
又
日
隆
上
人
が
末
法
正
意
を
強
調
さ
れ
た
の
も
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
朝
上
人
も
、
こ
の
自
覚
に
立
っ
て
の
教
学
、
布
教
活
動
を
為
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
世
に
至
っ

て
こ
の
点
が
薄
れ
た
こ
と
は
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

寺
院
に
お
け
る
記
録
の
不
備
は
同
時
に
、
器
具
、
什
器
の
継
承
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
云
え
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以

上
触
れ
ま
い
。

四
、
本
稿
を
草
す
る
に
当
り
、
資
料
の
提
供
を
快
く
許
さ
れ
た
関
係
各
寺
、
各
師
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
と
共
に
、
今
後
新
資
料
の
調

査
に
つ
い
て
御
協
力
下
さ
る
よ
う
御
願
い
し
た
い
。
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